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市役所の担当課がわからないときは  ☎０５０（３３８１）５０００（代表）へ
も/申込方法　問/お問い合わせ　と/日時　ば/場所　対/対象者　定/定員　り/料金 も/申込方法　問/お問い合わせ　と/日時　ば/場所　対/対象者　定/定員　り/料金

市役所の担当課がわからないときは  ☎０５０（３３８１）５０００（代表）へ

　経済的な理由などで国民年金保険料を納付す
ることが困難な場合は、申請により保険料が免
除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者（30
歳未満）納付猶予制度」があります。
　保険料の免除や猶予を受けず、保険料を納めて
いなかった場合、万が一障害や死亡といった不慮
の事態にあった時、障害基礎年金や遺族基礎年金
が受けられないことがあります。
　手続きに必要な申請書は、年金事務所または市
役所各支所の国民年金担当窓口に備え付けてい
ます。
　今年度の受付は７月１日から開始し、平成25
年６月までの期間を対象として審査します。

また、申請は原則毎年度必要です。
　ただし、今年７月に申請する場合は、平成23年
７月から平成24年６月分までの期間(前１年間
分)についても申請することができます。７月中
に前１年間分の申請する場合は、申請書を２枚提
出してください。
　この手続きを忘れると、年金額が減る場合や、
年金そのものが受け取れなくなる場合がありま
すので、必要な手続きを行ってください。

問 日本年金機構諫早年金事務所
　 ☎０９５７（２５）１６６６
　 南島原市 保険年金課  ☎050（3381）5039
　 または 各支所

教えて！国民年金 国民年金保険料免除等の申請について

南島原市の平成25年度採用職員を次のとおり募集します。

受付期間：７月９日㈪～８月17日㈮　当日消印有効
●第一次試験日…９月16日㈰
●試験職種・採用予定数および受験資格
＊行政（大卒程度）‥ 若干名
　昭和57年４月２日～平成３年４月１日に生まれた人
＊一般事務（高卒程度）‥ 若干名
　昭和62年４月２日～平成７年４月１日に生まれた人
　［ただし、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）を
卒業した人または平成25年３月31日までに卒業見込み
の人を除く］

受験手続き
　申込用紙は、試験案内と併せて、市役所人事課および
各支所で交付します。申込用紙を郵便請求する場合は、
「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし、１２０円切手
を貼ったあて先明記の返信用封筒（角形２号）を必ず同封
して人事課へ請求してください。
※試験の方法など、詳細は試験案内をご覧ください。

問 人事課 ☎０５０（３３８１）５０２１
　 〒859-2211 南島原市西有家町里坊９６番地２　
　 E-mail： jinji@city.minamishimabara.lg.jp

募  集  要  領
平成25年度 採用平成25年度 採用平成25年度 採用

南島原市職員募集南島原市職員募集南島原市職員募集
君の手が

新しい南島原を
つくる

～MINAMISHIMABARA NEW STAGE ～

　「社会を明るくする運動」が７月を強調月間と
して全国的に展開されます。
　この運動の一環として、中学
生による弁論大会を開催します。
　犯罪のない、明るい社会を訴
える中学生の声を聞きに、ぜひ
ご来場ください。

と ７月26日㈭　午後１時30分 開会
ば ありえコレジヨホール
な 少年の非行防止、健全育成、地域活動への参加など

●出場者／16人（南島原市内中学校代表各２人）

南島原市中学生弁論大会
問 「社会を明るくする運動事務局」
　 人権・男女共同参画室内
　 ☎０５０（３３８１）５０３５

第62回 「社会を明るくする運動」
～犯罪のない明るい社会を目指して～

　地籍調査の一筆地（現地）調査を、下記の地区で
実施します。　
① 加津佐町…水月名の一部
② 南有馬町…吉川名の一部
③ 北有馬町…今福名の一部

田平名の一部
④ 西有家町　見岳名の一部
⑤ 深 江 町　諏訪名の一部

大野木場名の一部
※調査の対象者には、後日説明会の通知をします。
また、７月からの調査が円滑に進むよう、土地の
境界の確認、見通しの悪い境界の伐採を事前に
行っておいてください。　

一筆ごとに土地の所有者、地番、地目、面積などを
調査することです。今年は、７月から実施します。

地籍調査が始まります
問 地籍調査課 ☎０５０（３３８１）５０３６

　ため池は農業用水源はもとより、豊かな生態系の保全や洪
水調節など、多くの機能をあわせ持っています。
　しかし、ため池を造ってから年月が経つことによる老朽化
および維持管理不足により、ため池が決壊する可能性があり
ます。そのため、日頃からため池の点検や維持管理・補修を
行うことが重要です。

●ため池の下流側に水がしみ出していたり、水の出る穴がある。
●ため池の水が溜まりにくい。閉じているのに、水が流れ出て
いる。

●ため池に破壊・埋没・亀裂・沈下・段差などの症状がある。
※異常を発見した場合は、農村整備課までご連絡ください。

ため池の定期的な点検、
早めの補修をお願いします
問：農村整備課　☎０５０（３３８１）５０６２

点検のポイント

●堤体の草刈り（堤体の保護および堤体変状の早期発見）
●ゴミの除去（水質悪化および水位上昇の防止）
●貯水位の管理（堤体の保護）
●緊急時対策（緊急時の対応と連絡体制）
※点検や維持管理を行う場合、危険を伴うこともあります。
　安全には十分に注意してください。

管理のポイント

　市道はみんなの財産です。
　道路を安全で快適に利用するため、以下の点に
気をつけましょう。

①道路や歩道にはみだした樹木などの剪定をお願
いします。

②段差を解消するため、道路に乗り上げブロック
や鉄板などを置かないでください。

③道路や歩道に看板やプランターなどを置かない
でください。また、路上駐車が多く見受けられ
ます。事故につながるため、路上駐車はしない
でください。

④道路にできた陥没や段差、側溝のふたの破損な
ど、危険な所に気づいたときはお知らせくださ
い。

⑤道路で動物の死骸を発見したときはお知らせく
ださい。

～安全な通行と快適な
　　　　　道路環境づくりのために～

道路管理者からのお願い
問：管 理 課　☎０５０（３３８１）５０６６

建 設 課　☎０５０（３３８１）５０６５


